
姫 監 公 表 第  ６ 号 

平成２５年４月１８日  

 

 

姫路市監査委員 井 神   曉 

同       小 林 茂 信 

同       長谷川 任 武 

同       坂 本   学 

 

 

住民監査請求（水尾川他除草業務委託契約の不正請求による

不当な公金の支出）に係る監査の結果について  

 

 

平成２５年２月１８日に受付した地方自治法第２４２条第１項の規定に

基づく住民監査請求に係る監査の結果を、同条第４項の規定に基づき、次の

とおり公表します。 
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第１ 監査の請求 

１ 請求人 

姫路市 山田 雄二 

２ 請求年月日 

本件姫路市職員措置請求（以下「本件請求」という。）に係る請求書は、

平成２５年２月１８日に提出されました。  

３ 請求人の主張 

本件請求書に記載された請求の内容は、次のとおりです。（原文のまま

掲載。ただし、請求人からの聞き取りに基づき一部補足しました。（〔  〕）

部分。 

請求の趣旨 

河川整備室設計担当職員Ａ、確認職員Ｂ及び河川整備室除草業務関係

者は除草委託業者に加担して公金を支出したと考察できる。  

不正請求を明らかにすべきで、詐取が事実と確認出来れば違法不当な

支出により姫路市が被った損害につき、〔姫路市は、姫路市長に対し〕

支出額相当額の返還を求めるなど損害を補填するための必要な措置及び

今後の損害を未然に防止するための条例改正等の措置を講ずるよう勧告

すること求め、別添の事実証明書を添えて本請求に及ぶ次第である。 

請求の理由  

「除草日時は平成２４年９月２８日金曜日、写真撮影は１７時１５分。

除草作業を開始したのは撮影直後である。二人の作業服を着た人物の一

人はカメラを構え他の一人は鎌を手にポーズを取っていた。その作業者

の近くには黒板が立てかけてあり撮影者は作業者と共に黒板を入れて写

真を撮っていた。黒板を見ると「人力」と書いてある。そして撮影が終

わると作業者は鎌を手放し、持ち出してきた草刈り機に替えて除草を始

め出した。それを見とどけた撮影者は車で立ち去った。」 

「人力」の文字と作業形態が違う事象なので、姫路市河川整備室除草

担当者に情報提供したが、「当該箇所の除草方法については、フェンス

があるため、施工性・安全性の問題により当初は人力での作業を指示し

ていましたが、施工業者から草刈機の作業でも可能との提案があったた

め、河川整備室の判断で設計書に示す草刈機での作業を指示しています」

との河川整備室から回答があった。 

近隣の市町村に人力除草と機械除草との費用の違いを確認すると全て
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人力が高いとの回答である。積算基準及び歩掛表 第Ⅲ編河川 第２章 

河川維持工  除草工に記載してあるが、人力除草と機械除草の歩掛は

1,000 ㎡当り約３倍の相違がある。  

実施委託設計書の実施立証確認は特記仕様書を順施するが、特記仕様

書には、「⑹記録写真 ア、作業ごとにその内容が確認できる写真を、

作業前、作業後について同一場所から撮影したもの」との指示がある。 

最終報告書に写真（人力）の添付は実施委託設計書に則り、人力によ

る除草作業を終了したと報告しているのである。  

姫路市河川整備室の説明では「設計書に示す草刈機での作業を指示」

では整合性が無く、実施委託設計書積算基準及び歩掛表による人力作業

の対価を不正請求により不当な公金の支出があったと思料する。  

「本委託の目的は除草であり、河川整備室としては指示違反とは考え

ておりません」とは人力除草と機械除草の対価費用が同等であるかの様

な説明は除草施工業者の行為を正当化して欺く事象であると言わざるを

得ない。 

業務推進課の説明も「当該設計（一部変更契約に係る設計の見直し）

は、河川整備室が作業の実態を、請負業者からの報告により確認した上

で行われていたものでした」とは恰も変更時に作業の実態をふまえて費

用対価を変更したかのような表現であるが当該設計（一部変更契約に係

る設計の見直し）は数量の変更は記載しているが実施方法についての記

載変更はない。 

「同年１０月１９日に一部変更契約したものでございます。」との説

明は１９日以降も作業が継続しているかの表現であるが１０月５日には

全ての除草、集荷、荷卸は終わっていた。  

４ 事実を証する書面 

請求人は、事実証明書として、次の各書面を添付しています。 

⑴ 除草作業写真 

ア 水尾川他除草業務委託業務完了報告書（以下「完了報告書」という。）

に添付されていた作業箇所「No,8＋20～No,9 歩道部」の除草状況（人

力）写真の写し 

イ 請求人が撮影した、前項箇所に係る委託業者作業員が機械除草を行

っている写真 

⑵ 水尾川他除草業務委託契約書の写し  

ア 平成２４年９月１８日付、契約書頭書  

イ 平成２４年１０月１９日付、一部変更契約書頭書及び第１回変更設
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計書のうち「第 0001 号明細表 除草業務（頁 1-0006）」 

⑶ 水尾川他除草業務委託の実施委託設計書の一部の写し 

⑷ 水尾川他除草業務委託の特記仕様書の一部の写し  

⑸ 河川整備室及び業務推進課から請求人宛ての電子メール  

ア 平成２４年１２月２１日付、河川整備室からの電子メール  

イ 平成２５年１月１１日付、河川整備室からの電子メール  

ウ 平成２５年２月６日付、業務推進課からの電子メール  

５ 請求の受理 

本件請求は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「自治法」という。）

第２４２条第１項に規定する要件を具備しているものと認め、平成２５年２

月２７日に受理しました。 

 

 

第２ 監査の実施 

１ 監査の対象事項 

本件請求に係る水尾川他除草業務委託契約（以下「本件業務委託」という。）

の委託料支出について、市職員による違法又は不当な公金の支出により、市

に損害が発生しているかどうかについて監査することにしました。 

なお、本件請求のうち、今後の損害を未然に防止するための条例改正等の

措置を講ずるよう勧告することを求める部分については、自治法第２４２条

第１項に規定される事項に該当しないため、監査の対象から除外しました。 

２ 監査対象部局 

監査対象部局は、下水道局河川整備室としました。 

３ 請求人の証拠の提出及び陳述  

自治法第２４２条第６項の規定に基づく陳述の機会を与えましたが、請求

人は不要としました。 

また、追加の証拠書類の提出もありませんでした。 

４ 監査対象部局の陳述  

平成２５年３月１９日に、河川整備室の関係職員による陳述の聴取を行い

ました。 

なお、陳述の要旨は、次のとおりです。 
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⑴ 本件業務委託は、水尾川の法面及び河床等の草刈りを草刈機で施工する

もので、平成２４年９月６日に入札を行い、９月１９日から１０月３１日

までを工期として業務委託したものである。 

⑵ 堤防道路部分の草刈りは、設計変更で追加したもので、１０月１９日に

変更契約を結び、１０月２４日に完了した。 

⑶ 本件請求の場所は、この追加変更した堤防道路部分に含まれている。 

⑷ 本件請求の場所の草刈りの方法は、フェンス等があるため人力で施工す

るように請負業者に指示したのは事実であるが、請負業者からは、草刈機

で施工したとの報告があったため、設計変更では、草刈機による施工とし

た。 

⑸ 最終報告の工事写真には、人力での除草写真が添付されているのは事実

であるが、最終の設計書（変更設計書）では、実際に作業した草刈機の施

工として設計しているので、不当な公金の支出はないものと考えている。 

よって、河川整備室としては適正なものと認識している。 

５ 監査の実施 

河川整備室に対して、関係書類及びその他の記録等の提出を求め実施しま

した。 

 

 

第３ 監査の結果 

１ 事実関係の確認 

⑴ 本件業務委託について 

ア 本件業務委託の内容は、次のとおりです。 

○目的・・・水尾川他の美化及び景観の維持、病害虫発生の予防及び火災

の防止等。  

○場所・・・姫路市土山三丁目地内の「中の町三丁目橋」から姫路市北今

宿一丁目地内の「主要地方道姫路大河内線」に至る水尾川の

河床部（９,４００㎡）、河川法面部（５,６００㎡）及び河

川に沿って点在している河川改修事業に伴う残地（空地）平

面部（８００㎡）。  

○業務・・・除草及び刈り取った草等の廃棄物の運搬と処分。  

イ 本件業務委託の実施委託設計書は、河川整備室の職員Ａが作成し、職
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員Ｂが確認したものです。  

ウ 除草工は、河床部、河川法面部及び残地平面部の３つの部分ごとに設

計されており、除草方法は全て刈歯２５５mm の肩掛式草刈機（以下「草

刈機」という。）によるものとして設計されています。  

エ 特記仕様書の中には、除草方法に係る記載は存在しませんでした。  

オ 河川整備室は、実施設計図書及び特記仕様書に基づき、平成２４年

９月６日に指名競争入札を実施し、Ｘ社が落札しました。  

カ 本件業務委託については、履行期間を平成２４年９月１９日から同年

１０月３１日まで、契約金額を２,０２６,５００円とし、平成２４年９

月１８日に委託契約を締結しました。  

⑵ 変更契約について 

ア 本件業務委託については、委託料を３０２,８１０円増額する旨の変更

契約が平成２４年１０月１９日に締結されました。 

なお、これ以外の変更契約はありませんでした。 

イ 変更契約の理由は、変更執行伺書（変更理由書）の記載によると、地

元自治会による河川管理用通路（堤防道路）部分の除草を追加するよう

要望があったことに伴うものでした。 

ウ 変更内容は、地元要望に応じて堤防道路部分を新たに残地平面部の除

草箇所に加えたもので、変更設計書では、除草面積が当初の８００㎡か

ら２,１００㎡に変更されていました。 

なお、除草方法についての変更はなく、また、特記仕様書の変更もあ

りませんでした。 

⑶ 本件請求場所について 

ア 本件請求において請求人が「不正行為が行われた」と主張する場所（以

下「本件請求場所」という。）は、姫路市名古山町○○○○地先の水尾川

河川堤防道路上で、住宅側に設置された仮設フェンス沿いに細長く雑草

の生い茂った道路端部分です。  

イ 本件請求場所は、平成２４年１０月１９日に締結された変更契約によ

り拡大された除草箇所である堤防道路部分に含まれています。  

ウ 河川整備室から委託業者への本件請求場所に関する除草方法の指示に

ついては、書面では残されていませんでした。  

エ 完了報告書に添付された本件請求場所に関する記録写真は、「作業前」、
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「作業完了後」及び「作業中」の３段階の写真が各２箇所ずつ添付され

ており、そのうち、「作業中」の除草作業状況の記録写真は、人力による

ものが添付され、草刈機による記録写真は添付されていませんでした。  

オ 「作業完了後」の記録写真では、除草業務は特記仕様書どおり適正に

完了していました。  

⑷ 除草費用（委託料）の積算について 

除草費用は、兵庫県県土整備部編纂の土木工事標準積算基準書の施工歩

掛及び土木工事積算単価表（以下「積算基準」という。）に基づき作成した

実施委託設計書により積算されたものです。  

河床部及び河川法面部については、同基準書の第Ⅲ編（河川砂防編）所

載の積算基準に基づき設計されています。  

一方、残地及び堤防道路平面部（本件請求場所を含む）については、河

川域外にあるため、同基準書の第Ⅳ編（道路編）所載の積算基準に基づき

積算されています。  

本件請求場所に係る除草費用は、草刈機による作業を前提に積算された

ものであり、人力による場合と比較した場合、人力による場合の方が約１ .

１倍高くなっています。  

なお、同基準書の第Ⅲ編（河川砂防編）所載の積算基準では、草刈機に

よる場合と人力による場合の積算を比較した場合、２倍以上人力による場

合の方が高くなっています。  

⑸ 本件業務委託の完了と委託料の支払いについて  

ア 本件業務委託は、平成２４年１０月２４日に完了し、同日付で委託業

者から完了報告書が河川整備室に提出され、同日付で整備担当主幹が業

務の完了を確認していました。 

イ 委託料の支出決定は、担当者により平成２４年１０月２５日に起案さ

れ、同日付で整備担当主幹が決裁していました。 

ウ 委託料２,３２９,３１０円は、平成２４年１１月９日に口座振替によ

り姫路市会計管理者から委託業者へ全額が支払われていました。 
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２ 判断 

⑴ 本件業務委託の締結について 

河川整備室が作成した当該業務の実施委託設計書及び変更設計書（以下

「設計書」という。）は、全ての除草契約箇所について、草刈機による積算

基準を基に積算したものであり、他の積算要素も含め、契約金額の基とな

る全体の設計金額を適正に算出したものです。  

また、本件業務委託は、姫路市契約規則等に従い、平成２４年９月１８

日に、また変更契約は平成２４年１０月１９日に、適正に契約締結された

ものです。  

⑵ 本件業務委託の履行について 

委託業者が平成２４年１０月２４日に河川整備室に提出した完了報告書

には、本件請求場所の「作業中」の除草作業状況写真として人力で除草作

業を行っている写真が添付されています。  

しかしながら、人力による除草作業が実際には行われなかったことは請

求人の主張及び河川整備室の陳述会での説明により明らかであり、本件請

求場所を含む全ての除草契約箇所について、草刈機を使用して作業したも

のであることが判明しました。  

このことは、設計内容に合致するものであり、本件業務委託が設計書に

示すとおり適正に履行されたものと判断します。  

一方、完了報告書に人力で除草を行っている写真が添付されていること

については、本件業務委託の履行状況と相反するものであることが判明し、

その点について完了報告書には一部不備が存在します。  

⑶ 本件業務委託の契約金額（委託料）の支出について 

河川整備室は、平成２４年１０月２４日に本件業務委託の業務完了確認

を行い、同年１１月９日に委託業者に対して、全ての除草契約箇所につい

て、草刈機により積算した設計金額を基にした契約金額（変更契約金額を

含む）２,３２９,３１０円を適正に支払ったものです。 

⑷ 違法不当な公金の支出の有無について  

本件業務委託に係る契約金額の支払いは、設計書のとおり、全ての除草

契約箇所を草刈機により積算した設計金額を基にした契約金額による支

出であり、委託業者も全て草刈機により業務を完了しているため、違法・

不当な財務会計上の行為は存在せず、適正な公金の支出であると判断しま

す。  
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⑸ 姫路市の損害発生について  

委託業者は、完了報告書の添付写真に一部不備があるものの、本件業務

委託の契約内容に基づいて、適正に委託業務を完了しており、姫路市はそ

の業務完了確認後に、本件業務委託の契約内容（業務委託契約約款）に従

って契約金額を支払ったものです。  

よって、請求人の主張するような姫路市の財政的損害は発生していない

ものと判断します。  

 

 

第４ 結論 

１ 本件請求のうち、市職員による違法又は不当な公金の支出による市の損害

の補填を求める部分については、以上のことから、請求人の主張には理由が

ありません。 

２ 本件請求のうち、今後の損害を未然に防止するための条例改正等の措置

を講ずるよう勧告を求める部分については、姫路市の財務会計上の行為等

に関する請求ではないことから、適法な住民監査請求ではないものと判断

します。  

 

 

第５ 意見 

当該業務委託に係る業務委託完了報告書の本件請求場所に関する除草

作業写真は、実際の作業状況とは明らかに相違しており、請求人が疑義を

抱くのも理解できなくはありません。  

委託業務の完了確認については、より適正、厳密に事務処理を行う必要

があると考えます。  


